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社団法人日本病院会殿

医政発0603第5号

平成 23年 6月 3日

医療施設における夏期の節電の取組の進め方について

今般の東日本大震災に伴う対応について、特段の御配慮をいただきまして、厚く御礼申し上げ

ます。

節電対策につきましては、 5月13日に政府の電力需給緊急対策本部において「夏期の電力需

給対策についてJ(別添1)が取りまとめられ、今夏の電力需給対策の基本的な考え方が示されま

した。さらに、電気事業法第27条による東京・東北電力の管内における電気の使用制限につい

て必要な準備が進められるよう、 5月25日に経済産業省より『電気事業j去に基づく使用制限の

具体的内容についてJ(別添2)が発表されました。

また、 6月1日に、電気事業法第 27条に基づき、、電気使用制限等規則の全部を改正する省令

(平成 23年経済産業省令第 28号。以下『省令Jという。別添3)及び使用最大電力の制限に

係る経済産業大臣の指定する地域、期間等(平成23年経済産業省告示第 126号。以下「告示』

という。別添4)が公布、施行されました。

これを受けて、東京電力・東北電力管内で電力を使用する者は、原則としてすべて‘ 7月から

9 月までの平日 9 時~2 0時までについて、使用電力を抑制するために節電行動計画手作成し、

節電に取り組むことが求められております。また、特に大口需要家(契約電力 500kW以上)に

ついては、電気事業法第 27条に基づき、使用最大電力に関する罰則巷伴う規制が行われること

となっております(ただし、医療施設については、下記2のとおり、特例的取扱いが認められて

ど主主斗L

医療施設につきましても、下記に示した節電の取組の進め方(スケジュール等)のポイントを

踏まえ、夏期 (7~9 月)の節電に可能な限り徹底して取り組んでいただくことが必要です。

つきましては、これらの内容につき御了知いただきますとともに、東京・東北電力管内の貴会

会員に対し周知徹底を図り、東京・東北電力管内の貴会会員が、節電について最大限の取組を行

うよう御協力をお願いいたします。



言E

1 .電力使用制限について

(1)大口需要家(契約電力 500kW以上)

電気事業法第27条に基づき、大口需要家に対しては、以下のとおり使用最大電力に関

する規制が課されることとなっていますn

-対象者

東京電力及び東北電力並びにその供給区域内で供給している特定規模電気事業者と、

直接、需給契約を締結している大口需要家
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-期間・時間帯

東京電力田平成 23 年 7 月 1 日 ~9 月 22 日(平日)の 9 時から 20時

東北電力.平成23 年 7 月 1 日 ~9 月 9日(平日)の9時から 20時

.具体的内容

使用電力の上限は、原則として、『昨年の上記期間・時間帯における使用最大電力の

値(1時間単位)Jを15%削減した値

-罰則

故意による使用制限違反は 100万円以下の罰金の対象

(2)小口需要家〔契約電力 500kW未満)

電気事業法に基づく電力使用制限の対象ではありませんが、夏期の電力需給ギャップを

解消し、計画停電を回避するためにも、小口需要家!とおいても、昨年比 15%の需要抑制

を目標として、節電行動計画を作成し、自主的に節電の取組多進めていただくことが必要

主主L

2 大口需要家に係る制限緩和及び適用除外について

(1)制限緩和について

医療施設については、国民の生命・身体の安全確保に不可欠な需要設備として、電気事業

法第27条における電気の使用制限の緩和がされており、大口需要家(契約電力 500kW 

以上)の電力需要抑制値が昨年比 15%減のところを 0%減(昨年の使用最大電力まで電力

存使用することが可能)ときれておりますの(詳細は、別添2の『電気事業法に基づく使用制

限の具体的内容についてJp 6、告示第 5条第 1項第2号を参照)

制限緩和の対象となるためには、指定の様式にて申請を行う必要がありますのでご注意〈

主主主主(申請手続きの詳細については、別添6、7及び経済産業省ホームページ等を参照)

なお、別添2の別紙 1 r制限緩和適用者による使用抑制に向けた計画的取組について』に

おいては、『制限緩和の対象であっても、自らできる限りの使用抑制に努め、また、企業・事

業体等として削減率 (15 %)を達成するように努めることとする。」とされ、制限緩和が認

o 



められた需要設備について、使用抑制に向けた計画の作成と事業所管省庁への提出が求めら

れ、計画内容や計画に基づいた使用抑制の状況について検涯が行われることとされておりま

す。

計画の策定にあたっては、制限緩和の対象となった場合においても、できる限り昨年より

も電力の使用を削減していただきますようお願いします。

(2)適用除外について

医療施設については、生命・身体の安全確保に不可欠な施設であることから、「救急患者の

治療その他患者の生命及び健康の保持の観点から医師が必要と認める治療を行う場合Iにつ

いては、当該治療を行う時間帯に限って、電力需要抑制の適用除外とされる(前年の使用最

大電力を超えて、雷力安使用することが可能であり、罰則の対象とならない)こととなって

ど茎主主(告示第2条第 1号)

3. 医療施設の取組のポイント

上記 1、2の電力使用制限の枠組みを踏まえ、各関係の方々には、下記のとおりの取組を行

っていただきますようお願いします。

(1)大口需要家の取組のポイント

① 6月1日に経済産業大臣より需要家に対する通知が到着します。通常は制限緩和の適用を

希望することとなりますが、その場合には制限緩和の適用を受けたい日から起算して 14 

日前までに (7月 1日から適用を受けたい場合は6月 17日までに)、東北終済産業局又は

関東経済産業局に対して、申請してくだきい。(告示第5条第2項。別添6、7参照)

※手続きの詳細につきましては、見IJ添7及び経済産業省ホームページ等を御参照ください。

②節電行動計画を作成し、厚生労働省宛てに提出していただくとともに、事務所への掲示、

ホームページへの掲載等の方法により公表して〈ださい。(提出先・提出方法等については

追って通知予定)

※節電の取組を検討するに当たっては、別添 1の参考 1 r大口需要家による取組についてJ

及び参考2 r小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット』を御参照ください。

③ 7月から 9月の電気の使用状況について、各月の検針日から 15日以内に、東北経済産業

局文は関東経済産業局に対して報告してください。(省令第B条。iJlJ添6、B参照)

※手続きの詳細につきましては、経済産業省ホームページ等を御参照ください。

(2)小口需要家の取組のポイント

①電気事業法に基づく電力使用制限の対象ではないため、経済産業大臣からの通知は届きま

せん。

②節電行動計画を作成し、事務所への掲示、ホームページへの掲載等の方法により公表して

三主主ど主(計画の厚生労働省への提出は必要ありません。)

※節電の取組を検討するに当たっては、別添 1の参考 2 r小口需要家の節電行動計画の標

準フォーマットJを御参照ください。



4ーその他留意点

節電の取組を行うに当たって、医療施設において、開所時間や休業日を変更するような場

合には、労働条件の変更にあたる場合があると考えられますので、その際には、労使が十分

に話し合い、家族的責任等を有する労働者の事情にも配慮しつつ、雇用・就業の継続を図り

ながら節電に係る取組が実施されるよう特段の御配慮をお願いします。

5. 電気事業法関連の問い合わせ先 (6月 1日-)

【東北電力管内】

東北経済産業局資源エネルギー環境部 電力使用制限班

干980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3ー 1 仙台合同庁舎 (6階第3・4会議室内)

(電話)022-263-1111 (内線)5561、5562、5564

【東京電力管内】

関東経済産業局資源エネルギー環境部 電力事業課

干330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1ー 1 合同庁舎1号館 (8階8-1会議室内)

(電話)048-601-1200 (内線)3827 

6.参考となるウェブサイト等

経済産業省ホームページ

・『電力需給に関する検討会合J

http://www. met i. go. i口/earthquake/eleotrioitLsupply/0325.eleotrioitLsupply.html 

. r電気事業法に基づく使用制限の具体的内容についてJ

http:/ /州w.meti.JW目 ip/earthquake/shiyoseigen/index.html

. r節電ー電力消費をおさえるにはー」

※編集用の小口フォーマットも掲載

http:/刈剛 meti.耳o.i p/ setsuden/ i ndex. htm I 

厚生労働省ホームページ

・「夏期の電力供給対策についてj

htt口://w棚田 mhlw.go. ip/stf/houdou/2r9852000001og50. html 


























































































































































































